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１．件 名  

２０２４年度 地層処分展示車等を活用した業務の運営補助 

 

２．目 的 

 原子力発電環境整備機構（以下「機構」という）が行う、地層処分展示車（以下「展示車」とい

う）および展示物を活用した対話活動を円滑かつ効率的に実施するため。 

 

３．実施内容 

機構が行う展示車等を活用した対話活動に関する以下の内容を実施する。 

なお、運営にあたっては、安全面に細心の注意を払うとともに必要に応じた対策を行うこと。 

 

（１）展示車等を活用した対話活動 

受託者は、機構が行う展示車等および展示物を活用した対話活動の実施にあたり、機構と十

分な調整を行い、適切に運営補助業務を実施すること。 

なお、受託者は、機構が行う展示車等を活用した対話活動に関する運営補助業務について別

途企画、提案等があれば機構へ提示すること。 

 

① 展示車を活用した対話活動 

(開催概要) 

・受託者は、機構があらかじめ指定する地域（詳細については別紙１参照）において、展

示車を活用した対話活動に関する運営補助業務を３０会場程度、一開催あたり３日程

度（設営・撤収を含む）、延べ９０日程度実施すること。 

・受託者は、機構があらかじめ指定しない地域（詳細については別紙２参照）において、

展示車を活用した対話活動に関する運営補助業務を４会場程度、一開催あたり４日間

程度（設営・撤収を含む）、延べ１６日程度実施すること。 

       ・受託者は、実施会場の選定について事前に機構と協議のうえ、会場のイベント等との連

携を図れるよう会場側と調整し提案すること。 

・受託者は、展示車の設置等、対話活動に必要なスペースを確保することが可能であり、

科学館ほか商業施設、公民館、学校、イベント会場など、集客力があり効果的な理解活

動が見込める会場を選定し、機構と協議のうえ決定する。 

・受託者は、機構担当者の監督を前提に、車両展開・設営・撤収等の運営補助において安

全を確保しながら役務を行うこと。 

 

(事前準備) 

・受託者は、必要に応じ実施会場の下見（5会場程度を想定）を活動日から1ヵ月前まで

に完了させ、その結果を機構に報告するとともに、開催当日の実施体制および対話活

動に関する運営マニュアルを作成し、原則、開催日の２週間前までに機構へ提出する

こと。 

また、運営マニュアルには業務運営時の以下のリスクについて、発生時の対応を記載

すること。 
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① 緊急時対応：地震・火災、けが人・病人発生、不審者・不審物発見、落し物発見 

② 迷惑・妨害行為 

・受託者は、機構と協議のうえ、各会場において展示車の設営・撤収および運営、イベ

ント機材の設営・撤収作業を含めた運営補助業務スタッフを確保すること。 

なお、事前にオリエンテーション等を行い、的確な指示命令により円滑な運営を図る

こと。 

・機構担当者が業務を監督することを前提に、受託者は原則イベント前日までにイベン

ト機材の設営を完了させること。 

 

(開催当日の運営) 

・受託者は、積極的な誘客を行うとともに、受付を行うことで来場者数の把握を行うこ

と。 

・受託者は、来場者に対し、アンケート調査を行い、結果を機構に報告すること。 

・受託者は、機構が提示した誘客に必要となる企画を実施すること。 

 

(その他) 

・受託者は、屋外会場等、深夜においても一般の方が出入り可能な施設においては機構

と協議のうえ、必要と判断した場合、夜間警備員を配置し深夜においても展示車の安

全確保を行うこと。 

 

② 展示物を活用した対話活動について（展示車の進入や運行が困難な施設等） 

(開催概要) 

・受託者は、機構があらかじめ指定する地域（詳細については別紙３参照）において、機

構が行う対話活動に関する運営補助業務を１０会場程度、一開催あたり２日程度、延

べ２０日程度開催すること。 

・受託者は、実施会場の選定について、会場の他イベント等との連携を図れるよう会場

側と調整のうえ提案すること。 

・受託者は、展示物の設置等、機構が行う対話活動に必要なスペースを確保することが

可能であり、科学館ほか商業施設、公民館、学校、イベント会場など集客力があり、効

果的な理解活動が見込める会場を選定し機構と協議のうえ決定する。 

・受託者は、機構担当者の監督を前提に、車両展開・設営・撤収等の運営補助において安

全を確保しながら役務を行うこと。 

 

(事前準備) 

・受託者は、開催当日の実施体制および対話活動に関する運営マニュアルを作成し、原

則、開催日の１週間前までに機構へ提出すること。 

また、運営マニュアルには業務運営時の以下のリスクについて、発生時の対応を記載

すること。 

① 緊急時対応：地震・火災、けが人・病人発生、不審者・不審物発見、落し物発見 

② 迷惑・妨害行為 
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・受託者は、機構と協議のうえ、展示物の設営・撤収および運営補助業務スタッフを各会

場の規模やイベント内容等に応じて確保すること。 

・機構担当者が業務を監督することを前提に、受託者は原則イベント前日までにイベン 

ト機材の設営を完了させること。 

 

(開催当日の運営) 

・受託者は、会場設営・準備、来場者受付、会場撤収等対話活動運営補助を行うこと。 

・受託者は、積極的な誘客を行うとともに、受付を行うことで来場者数の把握を行うこ

と。 

・受託者は、原則来場者に対しアンケート調査を行い、結果を機構に報告すること。 

 

（２）受託者は、機構と協議のうえ必要に応じて以下を実施すること。 

① 機構が提示した製作物の製作 

② 備品在庫管理 

③ イベント機材の準備・撤収 

なお、②および③の業務に関しては、資機材保管業者との調整をすること。 

  

（３）受託者は、機構が行う展示車等を活用した対話活動の円滑な運営に必要となる資料やアン

ケート等を、機構と協議のうえ製作すること。 

 

２．実施期間 

契約締結日～２０２５年３月１４日 

 

３．報告書等の提出 

２０２４年度委託業務完了後、完了報告書等を提出すること。 

なお、実施会場毎に業務完了後、「展示車等イベント終礼時チェックシート」及び「現場指示

票」を機構に引渡しすること。また、アンケート調査結果を含む実施状況を実施報告書とし

て機構にメールにて速やかに報告すること。 

 

４．その他（再委託の扱い） 

  ・受託者は、業務の全部を第三者に委託してはならない。 

  ・受託者は、再委託（委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式

を問わない。以下同じ。）をしてはならない。ただし、事業全体の企画及び立案並びに根幹に

関わる執行管理以外の業務を再委託する場合であって、当該再委託が次の各号のいずれかに

該当するときは、この限りではない。 

①  本契約の締結時における企画書又は実施体制図に定めるものであるとき。 

②  機構の承認を得たものであるとき。 

③   受託者が再委託先に支払う契約金額が１００万円未満で、かつ本件委託金額の５０％   

以下に該当するとき。 
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５．遵守事項 

  受託者は、機構の掲げる経営理念に則り、かつ、機構の事業の社会的影響の大きさに特に 

留意して誠意をもって委託業務を実施すること。そのため受託者は以下に掲げる行為をはじめ 

とした、機構の公正性、透明性及び信頼性を棄損する一切の行為を行わないこと。 

① 謝金提供またはそれに類する便益提供等による参加者募集 

② 意図的な参加者の選別及び発言の誘導 

③ 一般的な周知を超える参加要請 

 

６．その他 

  （１）会場数、日数等は、概算算出したものであり、最低出展回数を担保するものではない。 

（２）開催の中止によって発生する費用等の扱いについては、機構と協議のうえ、決定する。 

（３）本仕様書に記載されている事項および本仕様書に記載のない事項について疑義等が生じた 

場合は、機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。 

以 上 
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別紙１ 

仕様書１．（１）①において機構があらかじめ指定する地域は、以下の通りとする。（展示車あり） 

 指定地域 開催会場数 開催日数（イベント前日活動含む） 開催日（予定） 

１ 北海道 ３会場程度 ９日間（３日間×３会場）程度 

開催日の詳細につ

いては、契約締結

後調整する。９０

日間程度 

２ 東 北 ３会場程度 ９日間（３日間×３会場）程度 

３ 関 東 ２会場程度 ６日間（３日間×２会場）程度 

４ 北 陸 ３会場程度 ９日間（３日間×３会場）程度 

５ 中 部 ３会場程度 ９日間（３日間×３会場）程度 

６ 関 西 ３会場程度 ９日間（３日間×３会場）程度 

７ 中 国 ４会場程度 １２日間（３日間×４会場）程度 

８ 四 国 ４会場程度 １２日間（３日間×４会場）程度 

９ 九 州 ５会場程度 １５日間（３日間×５会場）程度 

合  計 ３０会場程度 
９０日間（３日間×３０会場）程

度 
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別紙２ 

仕様書１．（１）①において機構があらかじめ指定しない地域は、以下の通りとする。（展示車あり） 

 指定地域 開催会場数 開催日数（イベント前日活動含む） 開催日（予定） 

１ な し ４会場程度 １６日間（４日間×４会場）程度 

開催日と地域の決

定については、契

約締結後調整す

る。１６日間程度 
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別紙３ 

仕様書１.（１）②において機構があらかじめ指定する地域は、以下の通りとする。（展示車なし） 

 指定地域 開催会場数 開催日数 開催日（予定） 

１ 北海道 ３会場程度 ６日間（２日間×３会場）程度 

開催日の詳細につ

いては、契約締結後

調整する。２０日間

程度 

２ 関 東 ３会場程度 ６日間（２日間×３会場）程度 

３ 関 西 １会場程度 ２日間（２日間×１会場）程度 

４ 中 国 １会場程度 ２日間（２日間×１会場）程度 

５ 四 国 １会場程度 ２日間（２日間×１会場）程度 

６ 九 州 １会場程度 ２日間（２日間×１会場）程度 

合  計 １０会場程度 ２０日間（２日間×１０会場）程度 

 


